
公益財団法人岩手県林業労働対策基金無料職業紹介事業運営規程 

 

                              (平成２４年４月１日) 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、職業安定法(昭和22年11月30日法律第141号)第33条の規定に基づき、

公益財団法人岩手県林業労働対策基金無料職業紹介所（「以下「本所」という。）が行

う無料の職業紹介事業(以下、「職業紹介事業」という。)について、必要な事項を定め

るものとする。 

 

（求人の申込み） 

第２条 本所は、第１３条に関する限り、すべての求人の申込みを受理するものとする。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを受理しないことがある。 

 (１)申込みの内容が法令に違反している場合 

 (２)労働条件を明示しない場合 

(３)賃金及び労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合 

    

（求人の申込手続） 

第３条 求人者は、所定の求人票により、求人者又はその代理人の来所若しくは郵便、ファッ

クス、電子メールで申し込まなければならない。 

２ 本所は、紹介の実施について緊急の必要があるため、求人者があらかじめ書面の交付がで

きないときは、求人者に当該明示すべき事項を書面以外の方法により明示を求めることがで

きる。 

 

（労働条件の明示） 

第４条 求人者は、求人の申込みにあたり本所に対し、また、本所は、紹介にあたり求職者に

対し、その従事すべき業務内容及び賃金、労働時間、その他の労働条件をあらかじめ書面の

交付又は電子メールにより明示しなければならない。 

 

（求職の申込み） 

第５条 本所は、第１３条に関する限り、すべての求職の申込みを受理するものとする。ただ

し、その申込みの内容が法令に違反する場合は、これを受理しないことができる。 

２ 求職の申込みは、所定の求職票により、本人が来所若しくは郵便、ファックス又は電子メ

ールで行わなければならない。 

 

（紹介の原則） 

第６条 本所は、求職者に対し職業安定法第２条に規定される職業選択の自由を踏まえ、求職

者の希望と能力に応じる職業に速やかに就くことができるよう努めなければならない。 



２ 求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならな

い。 

 

（紹介の手続き） 

第７条 本所の紹介による職業のあっせんは、紹介状を発行し、求人者からその採否結果の通

知を求めるものとする。 

 

（労働争議に対する不介人） 

第８条 本所は、労働争議に対する中立の立場から、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている

事業所に、求職者を紹介してはならない。 

 

（職業紹介担当者） 

第９条 本所の職業紹介事業は、公益財団法人岩手県林業労働対策基金理事長(以下「理事長」

という。)がその役・職員の中から職業紹介責任者及び職業紹介担当者を定め、その業務を行

わせるものとする。 

 

（秘密の保持の厳守） 

第１０条 職業紹介責任者及び職業紹介担当者は、職業紹介の業務上、求職者又は求人者から

秘密に該当する個人情報を知り得た場合は、これをほかに漏らしてはならない。 

 

（個人情報の適正管理） 

第１１条 求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的

の達成に必要な範囲内で行わなければならない。 

２ 求職者の個人情報の適正な管理に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（差別的取り扱いの禁止） 

第１２条 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務

について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員で

あること等を理由にして、差別的な取扱いを一切行ってはならない。 

 

（職業紹介の取扱職種の範囲等及び職業安定法に基づく事業の運営） 

第１３条 本所が行う職業紹介の取扱職種は、林業の職業、取扱地域は、求人については

岩手県内、求職については国内とし、職業紹介事業はすべて職業安定法及び関係法令並

びに通達に基づいて運営するものとする。 

 

（雑 則） 

第１４条 この規程に定めるもののほか、無料職業紹介事業の運営に関し必要な事項は、

理事長が別に定めるものとする。 



附 則 

この規程は、厚生労働大臣からの無料紹介事業所開設認可のあった日から施行する。 

 


